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三鷹市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

三鷹市議会会議規則（昭和42年三鷹市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条の見出し中「欠席」の右に「、遅参又は早退」を加え、同条第１項中「事

故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない

事由」に改め、「とき」の右に「、遅参するとき、又は早退するとき」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、やむを得ない事情により当日の開議時刻までに届出ができないときは、

その事情がなくなった後、速やかに議長に届け出るものとする。 

第２条第２項中「日数を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内にお

いて、その期間を明らかにして」に改める。 

第77条の８第２項中「第77条の５、第77条の６及び第77条の７」を「前３条」に

改める。 

第83条の見出し中「欠席」の右に「、遅参又は早退」を加え、同条第１項中「事

故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない

事由」に改め、「とき」の右に「、遅参するとき、又は早退するとき」を加え、同

項に次のただし書を加える。 

ただし、やむを得ない事情により当日の開議時刻までに届出ができないときは、

その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。 

第83条第２項中「日数を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内にお

いて、その期間を明らかにして」に改める。 

第119条中「第１章」を「前章」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 



提案理由 

本会議や委員会への欠席事由等として育児、看護、介護等を明文化するとともに、

出産について産前・産後期間にも配慮した規定とするほか、規定を整備するため、

本案を提出します。 



三鷹市議会会議規則新旧対照表 

 

新 旧 

 （欠席、遅参又は早退の届出） 

第２条 議員は、公務、疾病、育児、看

護、介護、配偶者の出産補助その他の

やむを得ない事由のため出席できない

とき、遅参するとき、又は早退すると

きは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに議長に届け出なければならな

い。ただし、やむを得ない事情により

当日の開議時刻までに届出ができない

ときは、その事情がなくなった後、速

やかに議長に届け出るものとする。 

２ 議員は、出産のため出席できないと

きは、出産予定日の６週間（多胎妊娠

の場合にあっては、14週間）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日

までの範囲内において、その期間を明

らかにして、あらかじめ議長に欠席届

を提出することができる。 

 

 （参考人） 

第77条の８ 会議において参考人の出席

を求める議決があったときは、議長は、

参考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとする案件その他必要な事項を通知し

なければならない。 

２ 参考人については、前３条の規定を

準用する。 

 

 （欠席、遅参又は早退の届出） 

第83条 委員は、公務、疾病、育児、看

護、介護、配偶者の出産補助その他の

やむを得ない事由のため出席できない

とき、遅参するとき、又は早退すると

きは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに委員長に届け出なければなら

ない。ただし、やむを得ない事情によ

り当日の開議時刻までに届出ができな

いときは、その事情がなくなった後、

 （欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに議長に届け出なければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

２ 議員は、出産のため出席できないと

きは、日数を定めて、あらかじめ議長

に欠席届を提出することができる。 

 

 

 

 

 

 （参考人） 

第77条の８ 会議において参考人の出席

を求める議決があったときは、議長

は、参考人にその日時、場所及び意見

を聴こうとする案件その他必要な事項

を通知しなければならない。 

２ 参考人については、第77条の５、第

77条の６及び第77条の７の規定を準用

する。 

 

 （欠席の届出） 

第83条 委員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開

議時刻までに委員長に届け出なければ

ならない。 

 

 

 

 



速やかに委員長に届け出るものとす

る。 

２ 委員は、出産のため出席できないと

きは、出産予定日の６週間（多胎妊娠

の場合にあっては、14週間）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日

までの範囲内において、その期間を明

らかにして、あらかじめ委員長に欠席

届を提出することができる。 

 

 （選挙規定の準用） 

第119条 前条に定めるもののほか、委

員長及び副委員長の互選の方法につい

ては、前章第４節の規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

２ 委員は、出産のため出席できないと

きは、日数を定めて、あらかじめ委員

長に欠席届を提出することができる。 

 

 

 

 

 

 （選挙規定の準用） 

第119条 前条に定めるもののほか、委

員長及び副委員長の互選の方法につい

ては、第１章第４節の規定を準用す

る。 

 

 


